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縦覧用  

 

 

 犬山市農業委員会総会議事録   

 

１．令和７年１０月２７日午後２時００分犬山市役所２階２０５会議室

に於いて犬山市農業委員会を招集した。  

 

１．総会の議案は別紙農業委員会総会議案一覧表のとおりである。  

 

１ ． 当 日 の 出 席 委 員 は 次 の と お り で あ る 。  

 １番  田中  幸子    ２番   宮田  孝   

 ３番  小川  豊    ４番  齋藤  ゆみ   

 ５番   安田  勝明    ６番  斉木  一吉   

 ７番  宮島  直也    ８番  宮地  勝則   

 ９番   河村  修   １０番   田中  隆   

 

１ ． 本 日 会 議 に 出 席 し た 職 員 は 次 の と お り で あ る 。  

事  務  局  長  山崎  直人  次長  宮田  隆志  

統  括  主  査  大薮  剛士  書記  中川  碧  

書記  後藤  悠真    

 

１．総会の顛末は次のとおりである。  

 

１．午後２時００分、宮地会長が議長席につき、１０名が出席につき会

議は成立する旨を述べ開会を宣す。  

 次 に 議 事 録 署 名 者 ２ 名 の 指 名 を 行 う 。  

６番  斉木  一吉                 ７番   宮島  直也  
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議長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議案一覧表に基づき、第３８号議案から第４０号議

案を上程します。  

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

説明を始めさせていただきます。  

議 案 書 １ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ３ ８ 号 議 案 、 農 地 法 第 ３

条の規定による許可申請書許可決定についてです。  

議案書２ページをご覧ください。番号 1 番。申請事由は父か

ら農地を借り受け、耕作を行うためです。  

 

【議案説明】  

 

借 人 は 貸 人 の 農 業 後 継 者 で す 。 議 案 書 ４ ペ ー ジ の 第 ３ ９ 号 議

案 、 １ 番 で あ げ て い る と お り 、 申 請 地 隣 地 に 農 家 住 宅 の 建 築 を

計 画 し て お り 、 本 申 請 地 を 借 り 受 け 本 格 的 に 耕 作 を 行 う た め 本

申請となりました。  

隣 地 の 農 家 住 宅 の 除 外 申 出 時 に 借 人 の 耕 作 に つ い て 確 認 す る

た め 、 令 和 ７ 年 ５ 月 １ ９ 日 に 犬 山 地 区 の 委 員 と 面 談 を 行 っ て お

ります。  

借 人 は 父 が 所 有 す る 農 地 で 耕 作 の 手 伝 い を し て お り 、 農 業 経

験 が あ り ま す 。 ま た 、 耕 作 に 必 要 な 農 業 機 械 を 所 有 し て 適 切 に

管理しており、許可相当であると見込まれます。  

 

続 い て 、 番 号 ２ 番 。 申 請 事 由 は 自 宅 付 近 で 耕 作 を 行 う た め で

す。  

 

【議案説明】  

 

譲 渡 人 は 高 齢 で 耕 作 が 困 難 に な っ て い た と こ ろ 、 本 申 請 地 の

隣 地 に 住 ん で い る 譲 受 人 が 耕 作 す る こ と で 話 が ま と ま っ た た
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め、本申請となりました。  

譲 受 人 は 自 宅 の 隣 接 農 地 で １ ０ 年 程 耕 作 を し て お り ま す 。 農

業 技 術 及 び 農 業 経 験 も 十 分 な 水 準 で あ り 、 許 可 相 当 で あ る と 見

込まれます。  

 

議 案 書 ３ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ３ ９ 号 議 案 、 農 地 法 第 ５

条の規定による許可申請書意見決定についてです。  

議案書４ページを ご覧ください。番号 1 番。こちらは令和７

年 ５ 月 農 業 委 員 会 総 会 で 農 振 除 外 の 案 件 と し て 、 皆 さ ん に 審 議

し て い た だ い た 案 件 で す 。 転 用 の 目 的 は 農 家 住 宅 用 地 が 必 要 な

ためです。  

 

【議案説明】  

 

借 人 は 現 在 、 賃 貸 ア パ ー ト で 夫 と ２ 人 で 暮 ら し て い ま す が 、

手 狭 に な っ て き て お り ま す 。 ま た 、 現 在 、 農 家 で あ る 父 の 農 業

後 継 者 と し て 営 農 の 手 伝 い を 行 っ て お り 、 今 後 は 本 格 的 に 農 業

を 行 っ て い く 予 定 で す 。 そ の た め 、 経 営 農 地 の 付 近 で 借 人 の 父

が 所 有 し て い る 土 地 に 農 家 住 宅 を 建 築 し 、 本 格 的 に 営 農 を 行 う

ため本申請となりました  

 

地 図 資 料 の １ ３ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 集 水 桝 で 集 め

て 東 側 新 設 側 溝 へ 排 水 し ま す 。 汚 水 は 合 併 処 理 浄 化 槽 に よ り 処

理し、雨水とともに排水します。  

 

農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 ６ 番 、 ｵ -

(ｱ)-a-(b)、鉄道駅、県庁、市役所（支所を含む）及びこれらの

類似施設の周囲概ね 500ｍ（当該施設を中心とする半径 500ｍの

円で囲まれる区域の宅地割合が 40％を超える場合には、 40％に

な る ま で 半 径 を 延 長 し た と き の 当 該 半 径 の 長 さ （ 上 限 は １

km） ） 以 内 の 区 域 に あ る 農 地 で 、 第 ２ 種 農 地 に 該 当 し ま す 。 許
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可基準は右側３４番、 ｵ-(ｲ)-b、 ｲ-(ｲ)-c､d､g､h のいずれかに該

当する場合で、表面右側１０番、 ｲ -(ｲ)-c-(e)、住宅その他申請

地 周 辺 居 住 者 の 日 常 生 活 上 又 は 業 務 上 必 要 な 施 設 で 集 落 に 接 続

して設置されるものに該当します。  

 

続 い て 、 番 号 ２ 番 。 こ ち ら は 令 和 ７ 年 ５ 月 農 業 委 員 会 総 会 で

農 振 除 外 の 案 件 と し て 、 皆 さ ん に 審 議 し て い た だ い た 案 件 で

す。転用の目的は店舗用地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

借人は洋菓子の製造、販売を行う法人です。  

今 回 、 岐 阜 県 の 店 舗 を 返 却 す る こ と に な り 、 新 し い 店 舗 を 検

討 し て お り ま し た 。 ま た 、 犬 山 市 で １ 店 舗 経 営 し て お り ま す

が 、 駐 車 場 が 狭 く 、 敷 地 の 拡 張 も 難 し い た め 、 繁 忙 期 に は 駐 車

場 が 足 り ず に 周 辺 住 民 に 迷 惑 を か け て い る 状 況 で あ り ま し た 。

そ の た め 、 鵜 沼 店 と 犬 山 店 を 統 合 し 、 ２ つ の 店 舗 の 中 間 に 位 置

する本申請地で新店舗の建築をするため本計画となりました。  

 

 地 図 資 料 の １ ９ ぺ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 透 水 性 舗 装 、

浸 透 ト レ ン チ を 設 け 浸 透 さ せ る と 共 に 西 側 道 路 側 溝 へ 排 水 し ま

す。汚水は南側の公共下水道に接続します。  

 

 農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 ９ 番 、 ｴ -

(ｱ)-a-(a)、水管、下水道管、ガス管のうち２種類以上が埋設さ

れ て い る 幅 員 ４ ｍ 以 上 の 道 路 の 沿 道 の 区 域 で 、 お お む ね 500ｍ

以内に２つ以上の教育施設 ､医療施設その他の公共施設又は公益

的 施 設 が 存 す る 区 域 に あ る 農 地 で 、 第 ３ 種 農 地 に 該 当 し ま す 。            

許可基準は右側の３６番、 ｴ-(ｲ)、許可することができる、に該

当します。  
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 議 案 書 ５ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 番 号 ３ 番 。 転 用 の 目 的 は 住

宅用地が必要なためです。  

 譲 受 人 は 貸 倉 庫 業 を 行 う 法 人 で す 。 本 申 請 地 の 周 囲 は 宅 地 と

農 地 が 点 在 し て お り 、 静 か な 環 境 で 生 活 す る に は 最 適 な 土 地 で

あることから、住宅４棟を計画するため本申請となりました。  

本 申 請 地 は 、 昭 和 ５ ５ 年 頃 よ り 必 要 な 法 手 続 き を 知 ら ず 、 申

請 地 を 資 材 置 場 と し て 利 用 し て い た た め 、 そ の 旨 の 始 末 書 が 添

付されております。  

 本申請地は都市計画法第３４条１１号区域です。  

 

 地 図 資 料 の ２ ４ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 集 水 桝 で 集 め

て 、 西 側 市 道 の 側 溝 に 排 水 し ま す 。 汚 水 、 生 活 雑 排 水 は 合 併 浄

化槽にて処理し雨水と共に排水します。  

 

農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 １ ２ 番 、 ｴ -

( ｱ )-b-(b)、 街 区 に 占 め る 宅 地 の 割 合 が 40％ を 超 え て い る 区 域

に あ る 農 地 で 、 第 ３ 種 農 地 に 該 当 し ま す 。 許 可 基 準 は 右 側 の ３

６番、 ｴ-(ｲ)、許可することができる、に該当します。  

 

議案書の５ページから６ページをご覧ください。  

番 号 ４ 番 及 び 番 号 ５ 番 は 同 じ 内 容 に な り ま す の で 併 せ て 説 明

させていただきます。  

転用の目的は太陽光発電設備用地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

譲 受 人 は 小 売 電 気 事 業 者 の 子 会 社 で す 。 今 回 取 引 先 よ り 中 部

地 方 で 需 要 が あ り 、 太 陽 光 発 電 施 設 用 地 を 探 し て い た と こ ろ 、

本 申 請 地 が 日 当 た り も 良 く 平 坦 で あ り 太 陽 光 発 電 に 適 し て お り

ま し た 。 譲 渡 人 か ら も 承 諾 を い た だ き 、 話 が ま と ま っ た た め 本

申請となりました。  
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地 図 資 料 の ３ ３ ペ ー ジ 及 び ３ ５ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水

は自然浸透にて処理します。汚水排水はありません。  

 

農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 ７ 番 、 ｵ -

( ｱ)-b、 ｴ -( ｱ )-b-(a)の 区 域 に 近 接 す る 区 域 に あ る 農 地 で 、 そ の

規模が概ね 10ha 未満であるもので、第２種農地に該当します。

許可基準は ｵ-(ｲ)に該当します。本申請は、太陽光発電設備の設

置 に 伴 い 、 許 可 基 準 に 記 載 さ れ て い る 、 申 請 に 係 る 農 地 に 代 え

て 周 辺 の 他 の 土 地 を 利 用 す る こ と に よ り 事 業 目 的 を 達 成 す る こ

と が で き な い た め 、 許 可 基 準 を 満 た し て い る こ と を 確 認 済 み で

す。  

 

議 案 書 の ６ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 番 号 ６ 番 。 こ ち ら は 令 和

７ 年 ５ 月 農 業 委 員 会 総 会 で 農 振 除 外 の 案 件 と し て 、 皆 さ ん に 審

議 し て い た だ い た 案 件 で す 。 転 用 の 目 的 は 、 太 陽 光 発 電 設 備 用

地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

本 案 件 は 是 正 案 件 で す 。 借 人 は 、 申 請 地 か ら 南 東 に あ る 集 落

に 居 住 し て お り ま す 。 申 請 地 は 、 借 人 の 父 が 耕 作 し て お り ま し

た が 、 高 齢 に よ り 耕 作 を 断 念 し 、 休 耕 後 、 不 法 投 棄 等 の 被 害 を

受 け て お り ま し た 。 今 後 の 土 地 管 理 に つ い て 考 え て い た と こ

ろ、太陽光発電について提案があり、平成 25 年頃に必要な法手

続 き を 知 ら ず 、 設 置 を 行 っ て し ま っ て い た た め そ の 旨 の 始 末 書

が添付されております。  

他 の 土 地 へ 太 陽 光 発 電 施 設 を 移 設 す る こ と を 含 め 、 日 照 、 洪

水 被 害 の 危 険 性 、 自 宅 か ら の 距 離 な ど の 条 件 で 検 討 し ま し た

が 、 条 件 を 満 た す 適 地 が な く 、 申 出 地 は 自 宅 か ら 近 く 管 理 が し

やすい場所であるため、是正を行うため本申請となり ました。  
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地 図 資 料 の ３ ８ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 、 自 然 浸 透 に

合 わ せ て 集 水 桝 で 集 め て 北 側 側 溝 に よ り 処 理 し ま す 。 汚 水 排 水

はありません。  

 

 農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 １ ２ 番 、 ｴ -

( ｱ )-b-(b)、 街 区 に 占 め る 宅 地 の 割 合 が 40％ を 超 え て い る 区 域

に あ る 農 地 で 、 第 ３ 種 農 地 に 該 当 し ま す 。 許 可 基 準 は 右 側 の ３

６番、 ｴ-(ｲ)、許可することができる、に該当します。  

 

 議 案 書 の ７ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 番 号 ７ 番 。 転 用 の 目 的 は

駐車場用地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

 借 人 は 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 を 行 う 法 人 で す 。 申 請 地 の 隣

地 に 事 業 所 が あ り ま す が 、 駐 車 場 不 足 に よ り 、 入 出 庫 の 際 に 接

道 し て い る 道 路 で 渋 滞 な ど が 起 き る こ と が あ る こ と か ら 、 業 務

の 効 率 化 及 び 、 安 全 性 の 向 上 、 渋 滞 の 緩 和 の た め に 申 請 地 を 駐

車場として利用するため本申請となりました。  

 

 地 図 資 料 の ４ １ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 自 然 浸 透 に て

処理します。汚水排水はありません。  

  

農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 裏 面 左 側 １ ２ 番 、 ｴ -

( ｱ )-b-(b)、 街 区 に 占 め る 宅 地 の 割 合 が 40％ を 超 え て い る 区 域

に あ る 農 地 で 、 第 ３ 種 農 地 に 該 当 し ま す 。 許 可 基 準 は 右 側 の ３

６番、 ｴ-(ｲ)、許可することができる、に該当します。  

 

 続 い て 番 号 ８ 番 。 こ ち ら は 令 和 ７ 年 ５ 月 農 業 委 員 会 総 会 で 農

振 除 外 の 案 件 と し て 、 皆 さ ん に 審 議 し て い た だ い た 案 件 で す 。
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縦覧用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転用の目的は駐車場兼進入路が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

本案件は是正案件です。  

 借人は、平成 22 年に設立され、リサイクル販売事業を営む法

人 で 、 申 請 地 北 東 側 に 犬 山 工 場 （ 資 材 置 場 ） が ご ざ い ま す 。 現

在 、 接 道 す る 通 路 で は 幅 員 が 狭 く 、 大 型 ト ラ ッ ク が 出 入 り す る

の が 困 難 で 周 辺 道 路 へ 迷 惑 を か け て い る 状 況 で す 。 ま た 、 犬 山

工 場 に 従 業 員 用 の 駐 車 場 が な く 、 大 型 車 の 転 回 及 び 待 機 所 に 駐

車 し て お り 、 事 業 に 支 障 が 生 じ て お り ま す 。 安 全 性 確 保 の た め

に 、 本 申 請 地 を 直 接 大 型 ト ラ ッ ク が 通 行 で き る 幹 線 道 路 か ら の

進入路及び駐車場とする計画であります。  

申 請 地 は 以 前 か ら 雑 種 地 と な っ て お り 、 既 に 事 業 者 が 進 入 路

及 び 駐 車 場 と し て の 工 事 を 着 手 し て し ま っ て い た た め 、 そ の 旨

の 始 末 書 が 添 付 さ れ て お り ま す 。 今 回 、 農 地 関 連 法 令 の 手 続 き

が さ れ て い な い こ と を 知 り 、 工 事 を 停 止 し 、 適 正 な 状 態 で 利 用

するため本申請となりました。  

 

 地 図 資 料 の ４ ４ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 雨 水 は 、 西 側 道 路 側

溝へ排水します。汚水排水はありません。  

 

 農地区分表をご覧ください。農地区分は左側７番、 ｵ -(ｱ)-b、

ｴ-(ｱ)-b-(a)の区域に近接する区域にある農地で、その規模が概

ね 10ha 未満であるもので、第２種農地に該当します。許可基準

は右側３４番、 ｵ-(ｲ)-b、 ｲ-(ｲ)-c､d､g､h のいずれかに該当する

場合で、表面右側１０番、 ｲ-(ｲ)-c-(e)、住宅その他申請地周辺

居 住 者 の 日 常 生 活 上 又 は 業 務 上 必 要 な 施 設 で 集 落 に 接 続 し て 設

置されるものに該当します。  

 

議 案 書 の ８ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ４ ０ 号 議 案 、 農 地 中 間



- 10 - 

縦覧用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

安田委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 １ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 農 用

地利用集積等促進計画素案の意見決定についてです。  

 

 議 案 書 の ９ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 今 月 の 案 件 は 、 ２ 件 で

す。  

 整 理 番 号 １ 番 か ら ２ 番 に つ い て は 城 東 地 区 及 び 羽 黒 地 区 と な

ります。  

 議案書の説明は以上です。  

 

ただいま事務局から第３８号議案から第４０号議案までの説

明がありました。これらについて質問とかご意見がある方、挙

手をお願いいたします。  

 

 ５番の安田です。  

 第３９号議案番号１番についてですが、許可基準についてで

すが、鉄道駅、県庁、市役所（支所を含む）及びこれらの類似

施設の周囲概ね 500ｍと説明されたが、田んぼの真ん中で第１

種農地になるのではないかと考えられる。  

このような場所で許可をして住宅がどこでも建てられるイ

メージになるのは理解ができないが、許可基準はどの部分に当

てはまるか説明して欲しい。  

  

 ご質問ありがとうございます。農地種別は説明したとおり、

第２種農地に該当します。  

 駅、県庁、市役所（支所を含む）及びこれらの類似施設の周

囲概ね 500ｍという記載の後に、当該施設を中心として半径 500

ｍの円で囲まれる区域の宅地割合が 40％を超える場合には、

40％になるまで半径を延長できるとの内容になっており、上限

１ｋｍまで延長ができることとなっております。  

 今回の申請地は、犬山駅からおおよそ９００ｍの位置にあ

り、宅地率は４０％を超えることから、第２種農地と事務局は
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縦覧用  

 

 

 

 

 

 

 

安田委員  

 

議長  

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

議長  

 

宮田委員  

 

 

議長  

 

安田委員  

 

 

判断させていただいております。  

 農振除外の際に、尾張農林水産事務所とも調整させていただ

いているのですが、この案件の農地種別についても特段問題は

ないことを確認済みです。  

 

 わかりました。  

 

 他に質問はございますか。  

 

他 に ご 意 見 は な さ そ う な の で 、 こ こ で 地 区 審 議 に 入 ら せ て い

ただきます。  

１ ５ 分 ぐ ら い と い う こ と で 、 １ ４ 時 ５ ０ 分 ま で 地 区 審 議 を お

願いします。  

 

１４時３５分  地区審議  

１４時５０分    開議  

  

 それでは、総会を再開します。  

第３８号議案、農地法第３条の規定による許可申請書許可決

定について意見の決定を求めます。  

 

１番について、犬山地区お願いします。  

 

 ２番の宮田です。  

１番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ２番について、城東地区お願いします。  

 

 ５番の安田です。  

２番について、地区審議の結果、可と認めます。  
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縦覧用  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

宮田委員  

 

 

議長  

 

安田委員  

 

 

議長  

 

斉木委員  

 

 

議長  

 

河村委員  

 

 

議長  

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第３８号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。    

続いて第３９号議案、農地法第５条の規定による許可申請書

意見決定について意見決定を求めま す。                      

 １番から２番について、犬山地区お願いします。                                                         

 

 ２番の宮田です。  

１番から２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ３番から５番について、城東地区お願いします。  

 

 ５番の安田です。  

３番から５番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ６番から７番について、羽黒地区お願いします。  

 

 ６番の斉木です。  

６番から７番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ８番について、楽田地区お願いします。  

 

 ９番の河村です。  

８番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました
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議長  

 

 

 

 

 

安田委員  

 

 

議長  

 

斉木委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

事務局  

ので、全委員さんにお諮りします。  

第３９号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。   

続いて第４０号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画素案の

意見決定について意見の決定を求めます。         

 １番から２番について、城東地区お願いします。                     

 

 ５番の安田です。  

１番から２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 同じく１番から２番について、羽黒地区お願いします。  

 

 ６番の斉木です。  

１番から２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表があ りました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４０号議案、別紙申請事項について意見の決定を 可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは本議案について可と決定しました。  

続いて報告事項について事務局より報告してください。  

 

議案書の１０ページをご覧ください。第１９号報告、農地法
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縦覧用  

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

議長  

 

 

 

 

第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書受理について

です。  

議案書の１１ページをご覧ください。今月の報告は３件で

す。  

 

ありがとうございました。  

 ただいまの報告について、ご質問などありますか。  

 

何もないようですので、報告は終了しました。  

これで本日予定しました案件は全て終了しました。  

これをもって本日の議事は終わらせていただきます。長時間

ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


